
 

令和９年度 京都市職員採用案内（パンフレット）制作業務 

プロポーザル募集要項 

 

１ 業務名称 

  令和９年度 京都市職員採用案内（パンフレット）制作業務 

 

２ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 見積額の上限 

  １,５５０,０００円（消費税額及び地方消費税相当額含む。） 

※ 上記金額には、パンフレット印刷費用及び作成に係る全ての費用を含む。 

 

４ 参加資格要件 

次の（１）又は（２）のいずれか及び（３）に該当する者とする。 

（１）京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されており、かつ公募開始日から選定結果の通知

の日までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱に基づく競争入札参加停止の措置を受けてい

ない者。 

（２）京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者については、次に掲げる要件の全

てを満たす者。 

ア 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、３年を経過しない者

及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと 

ウ 引き続き２年以上、当該営業を営んでいること 

エ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと 

オ 京都市の市民税、固定資産税の未納がないこと 

カ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと 

キ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴

力団密接関係者でないこと 

（３）情報誌、パンフレット、新聞、雑誌、業界紙等の編集及び発行の実績があること。 

 

５ 応募手続等 

（１）応募書類 

別紙３「提出書類及び提出方法等」参照 

（２）応募手続 

提出先及び連絡先等については、「９ 提出先及び問合せ先」を参照。 

ア 参加表明 

提出期限：令和８年７月２９日（水）午後５時（必着） 

提出方法：電子メール、持参又は郵送（書留郵便に限る） 

※ 電子メールで提出する場合は、必ず電話で受信確認を行うこと。 

※ 電子メールで提出する場合は、メールのタイトルを「【参加表明書】令和９年度京都

市職員採用案内（パンフレット）制作業務プロポーザル」とすること。 



 

イ 企画提案 

提出期限：令和８年８月１３日（木）午後５時（必着） 

提出方法： 持参又は郵送（書留郵便に限る） 

ウ 参加の辞退 

提出期限：令和８年８月１３日（木）午後５時（必着） 

提出方法：電子メール、電話連絡のうえ持参又は郵送（書留郵便に限る） 

※ 電子メールで提出する場合は、必ず電話で受信確認を行うこと。 

※ 電子メールで提出する場合は、メールのタイトルを「【参加辞退届】令和９年度京都

市職員採用案内（パンフレット）制作業務プロポーザル」とすること。 

（３）その他 

  ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  イ 失格となる参加表明書、企画提案書等 

 参加表明書、企画提案書等が、次の事項に該当するものは、失格となる場合がある。 

なお、失格となった場合は、別途通知する。 

（ア）提出期限、提出先及び提出方法に適合しない場合 

（イ）指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しない場合 

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

（エ）虚偽の内容が記載されている場合 

（オ）その他不正行為があった場合 

 ウ 制約事項 

（ア）応募書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（イ）応募書類に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 

（ウ）１事業者につき企画提案は１案とする。 

（エ）選定審査等に関する不当な要求は受け付けない。 

（オ）応募書類は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。ただし、委託事業

者の決定の公表等に必要な場合には、京都市は書類の内容を無償で使用できるものとす

る。また、応募書類については、京都市情報公開条例の規定に基づき非公開とすべき箇

所を除き、公開されることがある。 

（カ）応募書類は、事業者の選定の作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

 （キ）応募書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

 （ク）応募書類は、申請の取下げ等特段の事情がある場合以外は、返却しない。 

 

６ 質問の受付 

本件募集内容について質問がある場合は、次のとおり受け付ける。 

（１）質問期限 

令和８年７月２１日（火）午後５時（必着） 

※ 質問期限後の質問は、一切受け付けない。 



 

（２）質問方法 

   以下の問合せフォームから質問内容等を入力のうえ、提出すること。 

   【問合せフォーム】https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=11329 

 ※ 上記以外の方法（電話等）及び応募状況や審査に関する問合せには一切応じない。 

（３）回答日及び回答方法 

回答は、令和８年７月２８日（火）までに、京都市ホームページ「京都市情報館」に掲載

する。 

なお、回答内容については、本要項の追加又は修正とみなす。 

 

７ 選定に関する事項 

（１）審査項目及び審査方法 

人事委員会事務局職員３名が次の審査項目による採点を行い、それぞれの項目で１００点×３

名の合計３００点を満点として最も高い評価を得た事業者を受託候補者に選定する。ただし、

複数の案が最優秀評価を得た場合は、見積金額が最も低い事業者を選定する。なお、各項目

の合計点が６割を下回るときは、応募事業者が１事業者のみであっても、契約候補者として

選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング 

ア 実施日（予定） 

  令和８年８月２６日（水）予定 

※ 詳細は、企画提案の締切日（８月１３日）以降、電話又は電子メールにて連絡する。 

イ 時間配分 

約３０分（提案者からのプレゼンテーション２０分以内、ヒアリング１０分程度） 

※ 当日は、事前に提出した企画提案書等を基にプレゼンテーションを行うこととする。 

パワーポイント等の使用可（中型モニターあり）。 

（３）選定結果の通知及び公表 

選定結果については、令和８年８月下旬に 企画提案書等の提出があった全ての提案者に 

対し、文書（電子メール）で通知のうえ、京都市ホームページ「京都市情報館」に掲載する。 

審査項目 評価のポイント 配点

企画提案内容
(デザイン・キャッチコピー
等)

・パンフレットの目的を十分に理解した提案となっているか。
・コンセプトが伝わる分かりやすいものとなっているか。
・パンフレットの各ページについて、分かりやすく洗練されたデ
ザイン・レイアウトとなっているか。
・キャッチコピーとマッチしたデザインとなっているか。
・若者の興味を惹くような、インパクトのあるものとなっている
か など

2 制作実績 ・当該業務の受託者として十分な実績を備えているか １５

3 制作体制及びスケジュール
・当該業務全体を無理なく、迅速かつ正確に遂行できる体制が
整っているか　など

１０

4 市内の中小企業 ・本市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業か ５

5 見積額

（採点方法）
最低見積額　　　　　　　　  １０ 点
最低見積額／見積額≧ ９５%  　８ 点
最低見積額／見積額≧ ９０%　  ６ 点
最低見積額／見積額≧ ８０%　  ４ 点
最低見積額／見積額＜ ８０% 　 ２ 点

１０

１００

1 ６０

合計点数

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=11329


 

（４）受託者の決定 

受託候補者（第一交渉権者）と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を

締結する。受託候補者と締結する契約においては、次の事項を基本とする。 

ア 契約金額 

見積書に記載された金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）をもって契約金額とする。 

  イ その他 

次に掲げる事態が生じたときは、受託候補者の選定において定めた順位の高かった者の

順に契約締結交渉を行い、契約相手方を決定する。 

（ア）選定された受託候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合 

（イ）受託候補者が提案書類提出の日から契約締結日までの間に、競争入札参加停止の処分

を受けた場合 

（ウ）選定された受託候補者の提案で失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合 

  （エ）その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合 

 

８ 主なスケジュール 

時 期 内 容 

令和８年７月２１日（火） 質問受付締切 

令和８年７月２８日（火） 質問の回答 

令和８年７月２９日（水） 参加表明書受付締切 

令和８年８月１３日（木） 企画提案書等受付締切 

令和８年８月２６日（水）【予定】 
企画提案書等に係る 

プレゼンテーション及びヒアリング 

令和８年８月下旬 選定結果の通知、公表（委託業者決定） 

令和８年９月上旬 業務委託契約の締結 

※ スケジュールは状況により前後する可能性がある。 

 

９ 提出先及び問合せ先 

  京都市人事委員会事務局（担当：原田、 矢） 

住 所：〒６０５－８５１１ 

京都市東山区清水五丁目１３０番地の６ 東山区総合庁舎 北館１階 

電 話：０７５－７４６－６４１２   

電子メール：ninyou@city.kyoto.lg.jp 
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